
 

 

仲卸しの業務承認申請書 

 

年  月  日  

 

尼 崎 市 長 様 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名又は名称               ㊞ 

 （法人であるときは代表者の氏名も記載） 

 

 尼崎市公設地方卸売市場業務条例第１５条第１項及び第３項並びに同条例施行規則第１

７条の規定により、仲卸しの業務について承認を受けたいので、関係書類を添えて次のと

おり申請します｡ 

※役員等について記載しきれない場合は、同様の内容を記載した別紙を添付でも可。 

名 称  

主たる事務所 

の 所 在 地 
 

代表者の氏名  （     年  月  日生） 

営 業 形 態 
１ 株式 ２ 有限 ３ 合同 ４ 合名 ５ 合資 ６ 個人  

７ その他（                        ） 

役 員 

役職名 氏    名 住     所 生年月日 経験年数 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

    年 

資 本 金 円 出 資 金 円 

取扱品目の部類         部 主たる取扱品目  

専 従 者 数 男性      人 女性      人 計       人 



 

 

仲卸しの業務承認申請等に係る誓約書 

 

尼 崎 市 長 様 

 

 私は、尼崎市公設地方卸売市場業務条例（以下「条例」という。）第１５条に規定する仲

卸しの業務の承認、条例第１８条第１項に規定する仲卸業者の事業の譲渡しの承認、条例

第１８条第２項に規定する仲卸業者の合併又は分割の承認若しくは条例第１８条第３項に

規定する仲卸業者の相続による業務承継の承認において、条例第１５条第４項第１号から

第３号まで又は条例施行規則第１７条第３項第１号若しくは第２号のいずれにも該当しな

いことを誓約します。 

 また、提出する承認申請書及びその添付書類、誓約書に基づく事項、並びにその他仲卸

しの業務に関連する事項について、市が必要に応じて実施する調査等に協力し、関係機関

から照会等があった場合は、市が必要に応じて情報を提供することに一切の異議を唱えな

いことを誓約します。 

      年    月    日 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名又は名称               ㊞ 

 （法人であるときは代表者の氏名も記載） 

 

【条例第７条第４項第３号ア及びイ】 

⑶ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。以下同じ。）のうちに次のいずれかに該当する者がある者 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しない者 

【条例第１５条第４項第１号から第３号】 

⑴ 第７条第４項第３号ア又はイに掲げる者 

⑵ 法人であって、その役員のうちに第７条第４項第３号ア又はイのいずれかに該当す

る者があるもの 

⑶ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者（以下「暴力団等」という。） 

【規則第１７条第３項第１号及び第２号】 

⑴ 条例第１７条の規定による条例第１５条第１項の承認（以下「仲卸承認」という。）

の取消し又は条例第４７条第１項若しくは第２項の規定による処分を受け、当該取消

し又は当該処分を受けた日から起算して３年を経過しない者 

⑵ 卸売業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人 



 

 

仲卸しの業務承認申請等に係る事業計画書 

 

年  月  日  

 

尼 崎 市 長 様 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名又は名称               ㊞ 

 （法人であるときは代表者の氏名も記載） 

 

尼崎市公設地方卸売市場業務条例施行規則第１７条第２項第１号オ及び第２号オ、第２

０条第３項第１号エ及び第２号ア、第２１条第３項第４号並びに第２２条第２項第３号の

規定により、次のとおり事業計画書を提出します。 

事 業 計 画  

売 上 高 
【1年目】      千円 

【2年目】      千円 

主な販売先 

 

主な販売物品： 年間売上額： 

 

主な販売物品： 年間売上額： 

 

主な販売物品： 年間売上額： 

市 場 外 の 

主な仕入先 

 

主な仕入物品： 年間仕入額： 

 

主な仕入物品： 年間仕入額： 

 

主な仕入物品： 年間仕入額： 

関連会社の有無 

その他の事項 
 



 

 

 

【品目別年間取扱見込数量及び金額等】 

【1年目】 取扱数量 取扱金額 販売利益（損失） 

青
果 

野菜 
トン 千円 千円 

果実 
トン 千円 千円 

水
産
物 

鮮魚 
トン 千円 千円 

冷凍 
トン 千円 千円 

塩干 
トン 千円 千円 

合計 
トン 千円 千円 

【2年目】 取扱数量 取扱金額 販売利益（損失） 

青
果 

野菜 
トン 千円 千円 

果実 
トン 千円 千円 

水
産
物 

鮮魚 
トン 千円 千円 

冷凍 
トン 千円 千円 

塩干 
トン 千円 千円 

合計 
トン 千円 千円 

 

【収支見込】 

【1年目】 収入 支出 

科目 金額 備考 科目 金額 備考 

事業収支 千円  事業費用 千円  

事業外収支 千円  事業外費用 千円  

合計 千円  合計 千円  

【2年目】 収入 支出 

科目 金額 備考 科目 金額 備考 

事業収支 千円  事業費用 千円  

事業外収支 千円  事業外費用 千円  

合計 千円  合計 千円  

  



 

 

仲卸しの業務承認申請等に係る資産額調書 

 

年  月  日  

 

尼 崎 市 長 様 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名又は名称               ㊞ 

 

 尼崎市公設地方卸売市場業務条例施行規則第１７条第２項第２号エ、第２０条第３項第

２号イ及び第２２条第２項第２号の規定により、次のとおり    年   月   日

現在の資産額調書を提出します。 

資産 負債 

不動産 借入金  

 土地（時価） 円  円 

  所在地：  円 

 家屋（時価） 円  円 

  所在地：   円 

  買掛金  

動産   円 

 普通預金 円  円 

  預金先：  円 

 当座預金 円  円 

  預金先： その他  

現金 円  円 

 有価証券 円  円 

 売掛金 円  円 

 その他 円  円 

合計 円 合計 円 

※資産については、各証明書を添付すること。 

 

  



 

 

せり参加人使用承認申請書 

 

年  月  日  

 

尼 崎 市 長 様 

 

申請者 住所（所在地） 

氏名又は名称               ㊞ 

 （法人であるときは代表者の氏名も記載） 

 

 尼崎市公設地方卸売市場において、下記の者をせり参加人として承認を受けたいので、

関係書類を添えて次のとおり申請します。 

氏 名  （     年  月  日生） 

住 所 

〒    － 

 

経 験 年 数       年 

主 な 経 歴 

 

（     年   月 ～      年   月） 

 

（     年   月 ～      年   月） 

 

（     年   月 ～      年   月） 

 

（     年   月 ～      年   月） 

 

（     年   月 ～      年   月） 

 

（     年   月 ～      年   月） 

備 考 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

せり参加人使用承認申請に係る誓約書 

 

尼 崎 市 長 様 

 

 私は、尼崎市公設地方卸売市場せり参加人資格要領に規定する欠格条項に該当しないこ

とを誓約します。 

 また、提出するその他添付書類、誓約書に基づく事項、並びにその他せり参加人の業務

に関連する事項について、市が必要に応じて実施する調査等に協力し、関係機関から照会

等があった場合は、市が必要に応じて情報を提供することに一切の異議を唱えないことを

誓約します。 

 なお、承認されたうえは、関係法規を遵守し、万一関係法規又はこれらに基づく指示等

に違反し、その他不都合な行為があったときは、相当の処分を受けても異議はありません。 

 

      年    月    日 

 

申請者 住所 

氏名                    ㊞ 

（せり参加人に係る住所等を記載） 

 

【せり参加人資格要領】 

⑴ 破産者で復権を得ない者であるとき。 

⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、

その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３

年を経過しないものであるとき。 

⑶ 取扱品目の仕入販売業務に３年以上の経験を有しないものであるとき。 

⑷ 年齢満２０歳未満の者であるとき。 

⑸ せり参加人の業務に専念できないものであるとき。 

 


